
縦　　覧　6月14日(金)～6月27日(木)
　　　　　市役所2階　管財課
　　　　　(開庁日の8時30分～17時)
現地説明　6月20日(木)
　　　　　物件1　9時 ～ 9時30分
　　　　　物件2　10時30分 ～ 11時
　　　　　物件3　11時 ～ 11時30分
　　　　　物件所在地で実施
入札申込　6月21日(金)～6月27日(木)　
　　　　　市役所２階　管財課
　　　　　(開庁日の8時30分～17時)
入札開札　6月28日(金)　10時　
　　　　　市役所2階　相談室
必要書類　印鑑証明書、身分証明書（法人

の場合は登記事項証明書）など
※申し込みには資格制限、入札保証金（入

札金額の5％以上）などの注意事項があ
りますので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。

　【問い合わせ先】
　管財課　電話42-2111（内線331）

下記の市有財産を現状有姿で一般競争入札により売却します。

　計量器の定期検査は、取引・証明に使用する「はかり」の正確性を期し、消費者利益の保護
を図るために設けられた制度で、2年に一度の検査を受けることが法律で定められています。
　取引・証明を目的として使用しているはかりをお持ちの方は、定期検査を受けられますようお願いします。

計量器（はかり）の定期検査

市有地売却のお知らせ

実施日 実施地区 実 施 時 間 実　施　場　所 備　　　考
6月24日
（月） 車　力 10:30～12:00

富萢地区コミュニティセンター ●前回(平成29年度)検査を受検さ
れた方で、計量器を廃棄、また
は今後使用しない方は商工観光
課までご連絡ください。

●検査は、最寄りの実施場所でお
受けください（最寄りの場所で
受けられない場合は、他の実施
場所でも受けられます）。

●検査には手数料がかかります。
金額は前回と同様です。詳しく
は、県ホームページまたは下記
までお問い合わせください。

　県商工政策課計量検定グループ
　http://www.pref.aomori.

lg.jp/sangyo/shoko/keiryou_
tesuuryou.html

●前回の検査以降に計量器を購入
された場合、今回の検査は免除
されますが、免除の証明シール
を貼りますので検査場所に持参
ください。

13:00～15:00
6月25日
（火） 車　力 9:30～12:00 JAつがるにしきた牛潟倉庫

13:00～15:00 車力ふれあい会館（車力出張所付近）
6月26日
（水） 稲　垣 10:00～12:00 JAつがるにしきたつがる支店

1号倉庫前（稲垣駐在所となり）13:00～15:00
6月27日
（木）

稲　垣 9:30～11:30 JAつがるにしきた繁田ライスセンター前
木　造 14:00～15:00 館岡コミュニティ消防センター

6月28日
（金） 木　造 10:00～12:00

JAつがるにしきた川除倉庫
13:00～15:00

7月1日
（月） 柏 10:00～12:00

柏農村環境改善センター
13:00～14:00

7月2日
（火） 森　田 10:00～12:00

消防署森田分署裏側 車庫
13:00～15:00

7月3日
（水） 木　造 10:30～12:00 南広森コミュニティ消防センター

13:00～15:00 JAごしょつがる柴田倉庫
7月4日
（木） 木　造 9:30～12:00 JAごしょつがる大畑倉庫

（出精郵便局隣）13:00～15:00
7月5日
（金） 全　域 10:00～12:00

市商工会前　イベント広場
13:00～15:00

【問い合わせ先】商工観光課　電話42-2111（内線431）

所 在 地 つがる市柏広須住江112番2
地　　目 宅地 建物構造 木造平屋建（未登記）
面　　積 64.76㎡ 建物面積 50.33㎡（概算値）
予定価格 金158,273円（最低入札価格）

物件１「旧柏広須公民館敷地（建物付き）」

所 在 地 つがる市稲垣町千年亀菊42番３
地　　目 宅地 建物構造 木造平屋建
面　　積 1484.57㎡ 建物面積 445.45㎡
予定価格 金1,419,986円（最低入札価格）

物件２「旧稲垣千年保育所」

所 在 地 つがる市稲垣町千年亀菊42番６
地　　目 宅地 建物構造 木造平屋建
面　　積 910.39㎡ 建物面積 447.17㎡
予定価格 金1,671,627円（最低入札価格）

物件３「旧稲垣千年児童館（旧集会所含む）」
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１．情報公開制度
　市では公正で開かれた市政の推進のため、請求に応じて市が保有している情報を公開する「つがる市情報
公開条例」を制定しており、その運用状況について毎年1回以上公表することと定めています。
　この規定に基づき、下表のとおり平成30年度の運用状況を公表します。

※「部分公開」とは、情報の一部を伏せて開示することをいいます。平成30年度における部分開示（7件）は、
開示文書（調査票）の中に開示不要な個人情報が含まれていたため、これを伏せて開示したものです。

※同じ内容の開示請求に対して、異なる実施機関がそれぞれ保有する情報を開示した場合は、それぞれを１
件として計上しています。

※表中に記載されている機関以外の実施機関である消防長、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員および
固定資産評価審査委員会においては、開示請求がありませんでした。

２．個人情報保護制度
　市では、市が保有する市民のみなさんの個人情報を守るため「つがる市個人情報保護条例」を制定してい
ます。この制度は、市民の皆さんの個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定め、ご自分の個人情報
について開示請求できる権利を保障する制度です。平成30年度は、すべての実施機関においてこの規定に基
づく開示請求がありませんでした。　　　　　　　　　　【問い合わせ先】総務課　電話42-2111（内線341）

五所川原圏域空き家バンクに、
空き家物件を登録しませんか!!

　「五所川原圏域空き家バンク」は、空き家を
売りたい・貸したい人（空き家登録者）の物件
を、居住するために空き家を購入・賃借したい
人（利用希望者）に紹介
するための仕組みです。
　空き家の有効活用など
を図り、五所川原圏域定
住自立圏（五所川原市・
つがる市・鰺ヶ沢町・深
浦町・鶴田町・中泊町）
へ の 定 住 促 進 や 空 き 家
の流動化を図るためにも、
ぜひ登録ください。
　空き家バンクの運営は、圏域自治体と協力事
業者（宅建事業者）が連携して行い、自治体ホ
ームページで空き家情報を全国へ発信します。
　また、つがる市では、空き家バンクに登録し
た物件の所有者に、一律5万円を交付する奨励
金制度があります。詳細は下記までお問い合わ
せください。

【問い合わせ先】地域創生対策室
　　　　　　　 電話42-2111（内線362）

　青森県環境影響評価条例に基づき、「一般廃棄物最終
処分場整備事業に係る環境影響評価書」を作成したので、
次のとおり公告し、縦覧に供します。
１　事業者の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
　　名　称　つがる市　　代表者　つがる市長　福島弘芳
　　所在地　つがる市木造若緑61-1
２　対象事業の名称、種類及び規模
　　名　称　つがる市一般廃棄物最終処分場整備事業
　　種　類　一般廃棄物処理施設（最終処分場）の設置
　　規　模　埋立面積7,700㎡、埋立容量39,000㎥
３　対象事業実施区域　つがる市木造菰槌三好野125-44
　　　　　　　　　 　（木造稲垣一般廃棄物最終処分場地内）
４　対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認め

られる地域の範囲
　　つがる市
５　評価書およびこれを要約した書類の縦覧の場所、期

間および時間
　　場　　所　つがる市木造若緑61-1
　　　　　　　つがる市役所民生部環境衛生課
　　期　　間　6月13日（木）～7月12日（金）
　　時　　間　8時30分～17時15分
　　電子縦覧　市ホームページ
　　　　　　　（http://www.city.tsugaru.aomori.jp/）

【問い合わせ先】環境衛生課　
　　　　　　　 電話42-2111（内線283）

空き家を所有する皆さまへ環境影響評価書の縦覧公告

情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況

実施機関 請求件数
処　理　状　況

公　　開 部分公開 非 公 開 不 存 在 取り下げ
市　　　長 6 3 3 ０ ０ ０
議会事務局 1 1 0 0 0 0
教育委員会 4 0 4 ０ ０ ０

合　計 11 4 7 ０ ０ ０

平成30年度
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